
山口県下関市みもすそ川町１－１　（別紙位置図参照）　　　

　　　　【問い合わせ先】

○式典関係
　下関市

　　担当：港湾局経営課　関本
せきもと

　和夫
かずお

　　TEL　(083)231-1390

○式典、除幕式関係、命名関係 　　　　　　　　
　国土交通省九州地方整備局　下関港湾事務所

　　副所長　檜垣
ひがき

　典弘
　のりひろ

　　担当：総務課　久末
ひさすえ

俊樹
としき

　　TEL　(083)266-3291

○自転車通行帯通り初め関係
 　国土交通省中国地方整備局　山口河川国道事務所　　

　　副所長　岡本
おかもと

　哲典
　てつのり

 　 担当：交通対策課　丹後
たんご

浩一
こういち

　　TEL　(0835)22-1857

※命名式全体についての問い合わせは、下関港湾事務所にお願いいたします。

国土交通省九州地方整備局 下関港湾事務所

国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所

　４．取 材 申 込　： 　取材を希望される方は、１２月２２日（火）の１５時までに、別紙FAX送信票

　　　　　　　　　　　　　　にてお申し込みください。

記

 １．日　　時： 平成２７年１２月２６日（土）１０時３０分から （受付９時３０分から）

 ２．会　　場： 

 ３．主　　催： 下　関　市

山口河川国道事務所

下関港海岸（壇ノ浦・みもすそ川地区）命名式 開催のお知らせ

　下関市、国土交通省九州地方整備局 下関港湾事務所及び国土交通省中国地方整備局 山口河川国道
事務所は 、「下関港海岸（壇ノ浦・みもすそ川地区）命名式」を下記のとおり執り行うことといたしましたので
お知らせいたします。

　また、命名と併せ、銘板の除幕と自転車通行帯の通り初めを執り行います。なお、荒天の場合は中止とさ
せていただきます。

　海岸の愛称につきましては、２１９件の候補の中から審査の結果、「壇ノ浦コースト」に決定しましたので併
せてお知らせします。

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ４ 日

下 関 市

国土交通省九州地方整備局
下 関 港 湾 事 務 所

国土交通省中国地方整備局

同 時 資 料 提 供

山口県政記者クラブ

山 口 県 政 記 者 会

山口県政滝町クラブ

下関市政記者クラブ



・ 式 典 会 場 （位 置 図）

式 典 会 場

・命名除幕式会場

・自転車通り初め会場

・平家茶屋での「命名式」終了後に、「命名除幕式、自転車通り初め」を引き続き執り行います。

式 典 会 場

（平家茶屋）

下関市みもすそ川町１‐１

至 下関I.C

・ 式 典 会 場 （詳細位置図）

別紙位置図

地理院地図（電子国土Wｅｂ）を使用

地理院地図（電子国土Wｅｂ）を使用



別　紙

取材を希望する場合は、この様式により下記連絡先までFAXにてお申し込み下さい。

ＦＡＸ　０８３－２６１－１１２３

国土交通省九州地方整備局　下関港湾事務所

総 務 課　　　宛

申し込み期限　：　平成２７年１２月２２日（火）１５：００までにお送り下さい。

氏名 来場車両ナンバー

氏名 来場車両ナンバー

氏名 来場車両ナンバー

氏名 来場車両ナンバー

代表者氏名

ＴＥＬ

ＴＥＬ（携帯）

ＦＡＸ

※レンタカーやタクシーを利用する場合は車両ナンバー欄に「レンタカー」「タクシー」とご記入下さい。
　 

下関港海岸（壇ノ浦・みもすそ川地区）命名式

「取　材　申　込　書」

御　社　名

御　社　住　所

参加者氏名

（全　 員　 分）

連絡窓口

電　話　番　号

取材関係者用 駐車場

（平家茶屋 第二駐車場）

取材関係者用駐車場（位置図）

地理院地図（電子国土Wｅｂ）を使用



                                    (参 考) 

                        

下関港海岸保全施設整備事業の概要 

 

 

１．事業概要 

  下関港海岸は、下関市の南側、周防灘に面しており、関門海峡を望む風光明媚な長府・壇ノ浦地

区と、直背後に住宅、観光拠点及び臨海工業地帯が立地する山陽地区から構成されています。 

  長府・壇ノ浦地区では越波による国道の通行止め、また山陽地区では高潮による家屋や事業所へ

の浸水などが度々発生し、市民生活や地域経済に深刻な影響を与えています。 

  このため、平成 20 年度から直轄による海岸保全施設整備事業を実施しています。 

 

２．整備概要 

    ・事業期間：平成２０年度～平成３４年度 

    ・総事業費：１８２億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成後 整備イメ
壇ノ浦地区完成イメージ みもすそ川地区完成イメージ 



国道９号 壇之浦地区自転車歩行者道整備事業の概要

【参 考】

１．事業概要
事業箇所は海岸に面しており、また、通学路であるほか、主要観光地となっています。

しかし、歩道幅員が狭く、近年の台風の襲来により、高潮・越波による被害があるほか、国
道９号の通行規制も余儀なくされている状況に対して、安全に利用できる環境の整備が求めら
れています。

本事業は、このような状況を早急に対策すべく海岸事業と連携して自転車歩行者道の整備
を行うものです。

２．計画内容
事業内容：自転車歩行者道（既設拡幅等）
所 在 地：山口県下関市壇ノ浦地区
事業延長：０．４km
事業着手年度：平成２０年度

3250 32501500 500 3250 1100 3250 500

歩道 車　道 車　道

5002000 32503500 3250 500325032501900

車　道 車　道自 転 車 歩 行 者 道

位置図

現況断面図

計画断面図

完成イメージ
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